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Ⅰ．現状の取組

１．農林水産行政の理念の変遷

旧農業基本法（Ｓ３６）は、当時の社会経済の動向や見通しを踏

まえ、農業と他産業の間の生産性と生活水準の是正を目標に農業の

発展と農業従事者の地位の向上を目指し制定。

しかし急速な経済成長、国際化の進展等により基本法制定当時に

は想定できなかった、食料自給率の低下、農業者の高齢化・農地面

積の減少や農村の活力の低下など、我が国食料・農業・農村をめぐ

る状況は大きく変化。

一方、農業・農村に対し、安全な食料の安定的な供給に対する要

、 、 、請や 国土や環境の保全 文化の伝承などの多面的機能の発揮など

その役割に対する期待の高まり。

このため平成１１年に、食料の安定的供給の確保、多面的機能

の発揮 農業の持続的な発展及び農村の振興を基本理念とした 食、 「

料・農業・農村基本法」を制定。

また、林業、水産業についても持続的な発展を目指し 「森林・、

林業基本法 （Ｈ１３ 「水産基本法 （Ｈ１３）を制定。」 ）、 」

【新旧基本法の理念】



２．農林水産業と物質循環の位置づけ

（１）食料・農業・農村基本法では、食料の安定供給の確保のた

め、

・農業生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発

展を総合的に図ること

・我が国農業の持続的な発展を図るため、農業の「自然循環機

能の維持増進」が不可欠であること

・食品産業の健全な発展のため、事業活動に伴う環境への負荷

の低減及び資源の有効利用の確保に配慮した農業との連携を

推進すること

を明記。

これに沿い、

・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律

（Ｈ１１）

・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

（Ｈ１１）

・肥料取締法（Ｈ１１改正）

・食品循環資源の再生利用の促進に関する法律（Ｈ１２）

等に基づく施策を展開。

【食料・農業・農村基本法における循環施策の概要】

（第１７条・第３２条）



（２）森林は二酸化炭素の吸収源であるほか、再生産可能で環境へ

の負荷の少ない資材である木材の利用を通じ、

・炭素貯蔵

・省エネ

・化石燃料代替

により、地球温暖化防止と循環型社会の構築に貢献。

しかし、我が国の森林は未だその多くが生育途上にあり、間伐

等の手入れを十分に行い、二酸化炭素の吸収をはじめとする多面

的機能の発揮を図ることが必要。

このため森林・林業基本法では、森林の多面的機能の発揮及び

林業の持続的かつ健全な発展を目指し、

・森林の機能区分に応じた多様な森林整備

・そのための担い手の育成

・木材利用の推進

等の施策を展開。

【循環型で森林・木材資源を活用するシステム】



３．バイオマス資源等の利用の現状

（１）バイオマス資源の循環
（農林水産業関連廃棄物等の利用・処理）

ア．わら類等（稲わら、麦わら、もみがら）

稲わら・・・家畜飼料、たい肥・敷料、土壌中へのすき込
み

麦わら・・・たい肥・敷料、すき込み

もみがら・・たい肥・敷料

イ．家畜排せつ物

家畜排せつ物・・・たい肥・液肥

【農林水産業関連廃棄物等の利用・処理】

○わら類等の発生量及び処理量（平成１２年度）

（単位：万トン）

種類 発生量 飼料 すき込み 堆肥･敷料 その他

焼却

955 96 644 125 89 43稲わら

90 33 27 31 22麦わら －

208 88 120 29もみがら － －

1,253 96 677 240 240 94わら類等

（ ） （ ） ( ) ( ) ( )8% 54% 19% 19% 8%

料：生産局調べ資

○家畜排せつ物のリサイクルの現状（平成１２年度推計）

家畜排せつ物の発生量 約 万ｔ9,100

たい肥・液肥利用 約８割

その他 約２割

資料：農林水産省推計

注１）発生量は、牛、豚及び鶏のもの。

注２）その他の約半分が野積み・素掘り



ウ．木質系廃材

製材工場等廃材・・・木材チップ、敷料、たい肥、燃料

エ．食品廃棄物

食品廃棄物・・・肥料化、飼料化、焼却処分

オ．農業集落排水汚泥

農業集落排水汚泥・・・たい肥化、焼却処分

○ 製材工場等から発生する残廃材の利用状況（平成１０年）
３単位：万ｍ

利 用 状 況
焼棄却区 分

木材ﾁｯﾌﾟ 堆肥 燃料 その他 計家畜敷料

1,513 540 395 105 335 38 1,413 100合計
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )100% 36% 26% 7% 22% 2% 93% 7%

資料：財団法人 日本木材総合情報センター

「木質系残廃材を原料とするチップ製造業」

○ 食品廃棄物の発生及び処理状況 （単位：万トン）
処 分

焼却処分 再資源化発生量

肥料化 飼料化 計その他

1,600 1,595 5 5一般廃棄物

( )うち事業系 600 99.7 0.3%（ ）％ ( ) － － 0.3%
1,000うち家庭系

340 177 47 104 12 163産業廃棄物
( ) ％ ( ( ) ( )52% 14 31% 3% 48%（ ） )

940 775 49 104 12 165事業系合計

( ) ( ％) ( ( ) ( )合計から家庭系一 83% 5 11% 1% 17%)
般廃棄物を除く

1,940 1,772 52 104 12 168合 計
( ) ％ ( ) ( ) ( )91% 3 5% 1% 9%（ ）

（平成８年厚生省資料等から推計）

○農業集落排水汚泥

、年間約６２万トン（濃縮汚泥ベ・農業集落排水汚泥の発生量は

ース、 年度 。H12 ）

（利用・処理状況）

・市町村、一部事務組合が主体となり、約２２％が農地還元。


